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【手続補正書】
【提出日】平成29年11月2日(2017.11.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　慢性腎臓病を有する患者における有害心臓事象に関連する死亡率及び罹患率を低下させ
る治療薬であって、クエン酸第二鉄を含み、1ｇ～18ｇの範囲の量で該クエン酸第二鉄を
該患者に経口投与するよう調剤されている、前記治療薬。
【請求項２】
　慢性腎臓病を有する患者における有害心臓事象の発症率又はリスクを低下させる治療薬
であって、クエン酸第二鉄を含み、1ｇ～18ｇの範囲の量で該クエン酸第二鉄を該患者に
経口投与するよう調剤されている、前記治療薬。
【請求項３】
　慢性腎臓病を有する患者における有害心臓事象に関連する入院の頻度又はリスクを低下
させる治療薬であって、クエン酸第二鉄を含み、1ｇ～18ｇの範囲の量で該クエン酸第二
鉄を該患者に経口投与するよう調剤されている、前記治療薬。　
【請求項４】
　慢性腎臓病を有する患者における心臓突然死の発生率又はリスクを低下させる治療薬で
あって、クエン酸第二鉄を含み、1ｇ～18ｇの範囲の量で該クエン酸第二鉄を該患者に経
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口投与するよう調剤されている、前記治療薬。　
【請求項５】
　慢性腎臓病を有する患者における左心室肥大（LVH）を治療する治療薬であって、クエ
ン酸第二鉄を含み、1ｇ～18ｇの範囲の量で該クエン酸第二鉄を該患者に経口投与するよ
う調剤されている、前記治療薬。
【請求項６】
　一以上の有害心臓事象を有すると診断されたヒト慢性腎臓病患者における、一以上の有
害心臓事象を治療する治療薬であって、クエン酸第二鉄を含み、1ｇ～18ｇの範囲の量で
該クエン酸第二鉄を該患者に経口投与するよう調剤されている、前記治療薬。
【請求項７】
　一以上の有害心臓事象を有すると診断されている、FGF-23レベルが上昇した、ヒト慢性
腎臓病患者における、一以上の有害心臓事象を治療する治療薬であって、クエン酸第二鉄
を含み、かつ1ｇ～18ｇの範囲の量で該クエン酸第二鉄を該患者に経口投与するよう調剤
されている、前記治療薬。
【請求項８】
　前記慢性腎臓病患者が、(i) 一以上の鉄貯蔵パラメータ、 (ii) FGF-23 レベル、及び/
又は (iii) 血清リンレベルの１、２又はすべてに関しモニターされる、請求項６又は７
記載の治療剤。
【請求項９】
　FGF-23レベルが上昇した、慢性腎臓病患者における、一以上の有害心臓事象を予防する
治療薬であって、該慢性腎臓病患者が、(i) 一以上の鉄貯蔵パラメータ、 (ii) FGF-23 
レベル、及び/又は (iii) 血清リンレベルの１、２又はすべてに関しモニターされ、クエ
ン酸第二鉄を含み、かつ1ｇ～18ｇの範囲の量で該クエン酸第二鉄を該患者に経口投与す
るよう調剤されている、前記治療薬。
【請求項１０】
　前記患者が、健康なヒトにおける正常範囲と比較して上昇しているFGF-23レベルを有す
る、請求項７又は９記載の治療薬。
【請求項１１】
　測定された前記FGF-23レベルが無傷なFGF-23、及びC-末端 FGF-23断片である、請求項
１０記載の治療薬。
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